
ロ 入所者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対して、  
入所者に係る居宅サービスに必要な情報の提供、退所後の居宅  
サービスの利用に関する調整を行っていること。  

力 在宅・入所相互利用加算  30単位   

注 別に厚生労働大臣が定める者に対して、別に厚生労働大臣が定  

める基準に適合する指定地域密着型介護福祉施設サービスを行う  
場合にあっては、1日につき所定単位数を加算する。  

∃ 小規模拠点集合型施設加算  50単位   

注 同一敷地内に複数の居住単位を設けて指定地域密着型介護福祉  
施設入所者生活介護を行っている施設において、5人以下の居住  
単位に入所している入所者については、1日につき所定単位数を  
加算する。  

口 入所者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対して、  
入所者に係る居宅サービスに必要な情報の提供、退所後の居宅  
サービスの利用に関する調整を行っていること。  

力 在宅・入所相互利用加算  30単位   

注 別に厚生労働大臣が定める者に対して、別に厚生労働大臣が定  

める基準に適合する指定地域密着型介護福祉施設サービスを行う  

場合にあっては、1日につき所定単位数を加算する。  

∃ 小規模拠点集合型施設加算  50単位   

注 同一敷地内に複数の居住単位を設けて指定地域密着型介護福祉   
施設入所者生活介護を行っている施設において、5人以下の居住   
単位に入所している入所者については、1日につき所定単位数を  

加算する。  

タ 認知症専門ケア加算   

注 丹‖こ厚生労働大臣が定める基準lこ適合しているものとして市町   

村長に届け出た指定地域密着型介護老人福祉施設が、男帖こ厚生労   

働大臣が定める者に対し専門的な認知症ケアを行った場合には、  
当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数  

を加算する。ただし、次lこ掲げるいずれ力、の加算を算定している   

場合においては、瑚定しない。   

（1）認知症専門ケア加算（Ⅰ）  川認知症専門ケア加算（Ⅰ） 3単位   

（2）認知症専門ケア加算（Ⅱ）  4単位  

■て  

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は以下のとおり。  

1 認知症専門ケア加算（Ⅰ）  

イ 当該施設における入所者の総数のうち、日常生活に支障をき  

たすおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護  
を必要とする認知症の者（以下「対象者」という。）の占める  
割合が2分の1以上であること。  

ロ 認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を、対象者  

の数が20人未満である場合にあっては、1以上、当該対象者の  
数が20人以上である場合にあっては、1に、当該対象者の数が1  

9を超えて10又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上配  

置し、チームとして専門的な認知症ケアを実施していること。  
ハ 当該施設において、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は  

技術的指導に係る会議を定期的に開催していること。  
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2 認知症専門ケア加算（Ⅱ）   

イ 1の基準のいずれにも適合すること。   

ロ 認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者を1   
の基準に加え1名以上配置し、施設全体の認知症ケアの指導等  

を実施していること。   

ハ 当該施設における介護職員、看護職員毎の認知症ケアに関す   

る研修計画を作成し、当該計画に従い、研修を実施又は実施を  

予定していること。  

※ 別に厚生労働大臣が定める入所者の内容は以下のとおり。  

日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動が認めら   

れることから介護を必要とする認知症の入所者  

レ サービス提供体制強化加算   

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町  
村長に届け出た指定地域密着型介護老人福祉施設が入所者に対し  
指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行った場合は、  

当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数  
を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している  

おいては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、  場合に   

日常生活継続支援加算を算定している場合は、算定しない。  
（1）サービス提供休制強化加算（Ⅰ）  12単位  

（2）サービス提供体制強化加算（Ⅱ）  6単位  

（3）サービス提供体制強化加算（Ⅲ）  6単位  

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は以下のとおり。  

1 サービス提供体制強化加算（Ⅰ）   

① 当該指定地域密着型介護老人福祉施設の介護職員の総数のう  
ち、介護福祉士の占める割合が100分の50以上であること。   

② 別の告示で定める利用定員・人員基準に適合していること。   
2 サービス提供体制強化加算（Ⅱ）   

① 当該指定地域密着型介護老人福祉施設の看護・介護職員の総  

数のうち、常勤職員の占める割合が100分の75以上であること。   

② 別の告示で定める利用定員・人員基準に適合していること。  
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3 サービス提供体制強化加算（Ⅲ）   

① 当該指定地域密着型介護老人福祉施設の指定地域密着型介護   
福祉施設サービスを入所者に直接提供する職員の総数のうち、   

勤続年数3年以上の者の占める割合が100分の30以上であるこ  

と。   

② 別の告示で定める利用定員・人員基準に適合していること。  
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恒り紙3一旦  

介護報酬単位の見直し案  
（変更点は下線部）  

改 正 案  現  行  

○指定地域密着型介護予防サービスに要する責用の額の算定に関する基   
準（平成十八年厚生労働省告示第百二十八号）   

○指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基   
準（平成十八年厚生労働省告示第百二十八号）   

台闇鰻勘墜班（跡世べ掛増車淋虹Il＋川野）妹嶋十貫頗Ql】絆tl野合栗  
地口蛸ウ∩仙ノ  空地賓野馳腑副台惟隈畠中一山ベリ輝小崎咄旺Q葦令妹地  
口匪小崎輔掛勅鴬eぺ小出出＄′ 陣攣＋くせ＝訂町一Ⅲ量′♪照旺ト㊥0  

1 空地岩野髄腑副告無限畠中一山ベリ蝋小崎糾旺e既望′ 宗悩空地要   

路尉堰副伝雄心雀サー山ぺ伝雅史モ舶卦せ惑堀口ペコ抽出ト㊥ヰe刃   
セ、トβ○  

台煙埜鯉慨（計攣べ掛増せ灘潤Il＋州附）妹掴＋訂亜el】圭酎l邸e歴  

根u蛸ク∩仙′ 空地蜜替鹿瀬副台闇脾題洋一山ベロⅧ仲、昭嘲旺e亜e琳側  

り匪小崎蛸鮒咄鴬eペ・∩り他省′ 訃肇＋くせ・田町lⅢる′♪照旺卜昭0  

1 控掴岩野髄腑副伝㈹隈畠中一山ベリ帖卜昭咄旺合理坐′ 藁嘱望囲君   

哲舶腑副伝推軒畠中一山K伝雅史王咄劃せ惑礪出座コ林地小崎ヰe刃   

トト¢0  

Il控他者野郎椒副台贈隋畠中一山べり輌卜岬咄匿e潜±′ 宗り出羽駅  ll空恨卓哲郎椒副台憎軒畠中一山ベリ粧す噂咄匿合理埜′ 売出世酬蘇  

垂ぺ血竃他＄㊥l彊せe彊皐り宗堀口鴨場照明ぜ鳩練欄にけ佃抽拍叫  

っ中台刃トlや0  

畢ぺ皿簑地名昭l掛皇e卦皐り苗場り恨£昭卦せ惑漣催リレ琳地中、昭  

十Pe刃セ、ト¢0  

※ 別に厚生労働大臣が定める一単位の単価の内容は以下のとおり。  

別紙5参照  

川 堤It叶e聖地り邦つ空地要替髄椒副台雅隈畠中一山ベリ帖ト㊥咄旺   
e茸勅琳根」吏曹司⊂出場ニレ′ 中Q亜リl巴米韓Q∃賢慮簑嶋崎刃勅   

曇′ 中Q∃質感朝雄世昏つ聖トレ長軸卜岬ヰQ刃ト㊥○  

監 台惟隋蛙与璽埜喩挙是副艇併呑惟り墜昭控他者野髄瀬副台惟隈畠中   
一山ベリ凋頼州別抑圧e華±′ 荘川叶e璽地口量量£′がト陪臣互噂（普   

茶凶Q凶雌組側克0 ヨト匡」○）e甘鱈出城や仙′ 吐朝駅垂ぺ出簑離   
忘吏野祁口座コ′ 京口吐朝駅垂《出簑掴＄昭刃り吋⊥り甘コ如川早卜咤り   

刃簑P勅㊥ヰe刃小崎0   

別表  

指定地域密着型介護予防サービス介護給付責単位数表  

1 介護予防認知症対応型通所介護費  

川 堤Il叶Q璽他uペコ空地岩野髄椒副伝搬軒畠中一山ペ⊥用附困や榔層   
e茸勅嫉他」吏野4巳り龍ニ｝′ 中eせリl巴堰婿e蝶癖毛嶋崎刃仙   
坐′ 中Q∃質感倒せ坐昏つ坐トレ志水小樽ヰQ刃ト㊥0  

巳 台紙隕蛙÷歴せ喩聾濯副晦仰台経口堕昭控他者哲郎柵副伝惟隋畠中   
一山ベリ帖ト㊥琳旺Q亜坐′ 荘川叶e整地り量量£′がト陪臣定唖（正   

宗凶e凶雌漣佃ぷ0 ヨト匡リ0）e甘惟出場ウ∩仙′ 吐朝駅垂《皿簑離   
忘吏野郎口座コ′ 京口世朝駅畢《曲毛根蔓㊥刃り吋リ1に再酎甘卜噂り   

刃簑P仙崎十Pe刃セ、噂○   

別表  

指定地域密着型介護予防サービス介護給付責単位数表  
1 介護予防認知症対応型適所介護責  
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イ 介護予防認知症対応型通所介護責（Ⅰ）  

（1）介護予防認知症対応型通所介護費（i）   

（－）所要時間3時間以上4時間未満の場合  

a 要支援1  

b 要支援2   

（コ 所要時間4時間以上6時間未満の場合  
a 要支援1  

b 要支援2   

（三）所要時間6時間以上8時間未満の場合  

a 要支援1  
b 要支援2  

（2）介護予防認知症対応型適所介護章（ii）   

（－）所要時間3時間以上4時間未満の場合  

a 要支援1  

b 要支援2   

（コ 所要時間4時間以上6時間未満の場合  

a 要支援1  
b 要支援2  

且 所要時間6時間以上8時間未満の場合  
a 要支援1  
b 要支援2  

口 介護予防認知症対応型適所介護責（Ⅱ）  

（1）所要時間3時間以上4時間未満の場合   

ト）要支援1  

に）要支援2  

（2）所要時間4時間以上6時間未満の場合   

ト）要支援1   

（コ 要支援2  

（3）所要時間6時間以上8時間未満の場合   

ト）要支援1  

に）要支援2  

イ 介護予防認知症対応型通所介護費（Ⅰ）  

（1）介護予防認知症対応型通所介護責（i）   

（－）所要時間3時間以上4時間未満の場合  

a 要支援1  

b 要支援2  
に）所要時間4時間以上6時間未満の場合  

a 要支援1  

b 要支援2   

（三）所要時間6時間以上8時間未満の場合  

a 要支援1  
b 要支援2  

（2）介護予防認知症対応型通所介護責（ji）   

ト）所要時間3時間以上4時間未満の場合  

a 要支援1  

b 要支援2  
に）所要時間4時間以上6時間未満の場合  

a 要支援1  
b 要支援2   

（三）所要時間6時間以上8時間未満の場合  

a 要支援1  
b 要支援2  

ロ 介護予防認知症対応型通所介護責（Ⅱ）  

（1）所要時間3時間以上4時間未満の場合   

（－）要支援1   

（コ 要支援2  

（2）所要時間4時間以上6時間未満の場合   

（－）要支援1   

（コ 要支援2  

（3）所要時間6時間以上8時間未満の場合   

（－）要支援1  

に）要支援2  

460単位  

509単位   

621単位  

691単位   

835単位  

934単位  

460単位  

509単位  

621単位  

691単位   

835単位  

934単位  

419単位  

462単位   

561単位  

624単位  

751単位  

839単位  

419単位  

462単位   

561単位  

624単位   

751単位  

839単位  

218単位  

230単位   

311単位  

329単位   

435単位  

460単位  

218単位  

230単位  

311単位  

329単位   

435単位  

460単位  

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとし  

て市町村長に届け出た単独型・併設型指定介護予防認知症対応  

型通所介護事業所（指定地域密着型介護予防サービスの事業の  
人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに  

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとし  

て市町村長に届け出た単独型・併設型指定介護予防認知症対応  
型適所介護事業所（指定地域密着型介護予防サービスの事業の  
人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに   
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係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成1   

8年厚生労働省令第36号。以下「指定地域密着型介護予防サービ   

ス基準」という。）第5条第1項に規定する単独型・併設型指   
定介護予防認知症対応型通所介護事業所をいう。以下同じ。）   

又は共用型指定介護予防認知症対応型適所介護事業所（指定地   
域密着型介護予防サービス基準第8条第1項に規定する共用型   
指定介護予防認知症対応型適所介護事業所をいう。以下同じ。）   

において、指定介護予防認知症対応型通所介護（指定地域密着   
型介護予防サービス基準第4条に規定する指定介護予防認知症   
対応型通所介護をいう。以下同じ。）を行った場合に、当該施   

設基準に掲げる区分に従い、利用者の要支援状態区分に応じて、   

現に要した時間ではなく、介護予防認知症対応型適所介護計画  
（指定地域密着型介護予防サービス基準第42条に規定する介護   

予防認知症対応型通所介護計画をいう。）に位置付けられた内   

容の指定介護予防認知症対応型通所介護を行うのに要する標準   

的な時間で、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者   
の数又は看護職員（看護師又は准看護師をいう。以下同じ。）   

若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該   

当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定す   

る。  

2 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者に対して、   

所要時間2時間以上3時間未満の指定介護予防認知症対応型適   
所介護を行う場合は、注1の施設基準に掲げる区分に従い、イ  
（1）十）若しくは：2）上：又はロ（1）の所定単位数の100分の70に相当する   

単位数を算定する。  

3 日常生活上の世話を行った後に引き続き所要時間6時間以上   
8時間未満の指定介護予防認知症対応型通所介護を行った場合   
又は所要時間6時間以上8時間未満の指定介護予防認知症対応   

型通所介護を行った後に引き続き日常生活上の世話を行った場   
合であって、当該指定介護予防認知症対応型通所介護の所要時   
間と当該指定介護予防認知症対応型適所介護の前後に行った日   

常生活上の世話の所要時間を通算した時間（以下この注におい   

て「算定対象時間」という。）が8時間以上となるときは、算   
定対象時間が8時間以上9時間未満の場合は50単位を、9時間   
以上10時間未満の場合は100単位を所定単位数に加算する。  

係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成1   

8年厚生労働省令第36号。以下「指定地域密着型介護予防サービ   

ス基準」という。）第5条第1項に規定する単独型・併設型指   

定介護予防認知症対応型通所介護事業所をいう。以下同じ。）   

又は共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所（指定地   
域密着型介護予防サービス基準第8条第1項に規定する共用型   

指定介護予防認知症対応型通所介護事業所をいう。以下同じ。）   

において、指定介護予防認知症対応型通所介護（指定地域密着   
型介護予防サービス基準第4条に規定する指定介護予防認知症   
対応型適所介護をいう。以下同じ。）を行った場合に、当該施   

設基準に掲げる区分に従い、利用者の要支援状態区分に応じて、   

現に要した時間ではなく、介護予防認知症対応型適所介護計画  
（指定地域密着型介護予防サービス基準第42条に規定する介護   

予防認知症対応型通所介護計画をいう。）に位置付けられた内   

容の指定介護予防認知症対応型通所介護を行うのに要する標準   
的な時間で、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者   
の数又は看護職員（看護師又は准看護師をいう。以下同じ。）   

若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該   

当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定す   
る。  

2 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者に対して、   

所要時間2時間以上3時間未満の指定介護予防認知症対応型通   
所介護を行う場合は、注1の施設基準に掲げる区分に従い、イ  
（1）ト）若しくは（2ト十）又はロ（1）の所定単位数の100分の70に相当する   

単位数を算定する。  

3 日常生活上の世話を行った後に引き続き所要時間6時間以上   
8時間未満の指定介護予防認知症対応型通所介護を行った場合   
又は所要時間6時間以上8時間未満の指定介護予防認知症対応   
型通所介護を行った後に引き続き日常生活上の世話を行った場   
合であって、当該指定介護予防認知症対応型通所介護の所要時   
間と当該指定介護予防認知症対応型適所介護の前後に行った日   

常生活上の世話の所要時間を通算した時間（以下この注におい   

て「算定対象時間」という。）が8時間以上となるときは、算   
定対象時間が8時間以上9時間未満の場合は50単位を、9時間   
以上10時間未満の場合は100単位を所定単位数に加算する。  
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4 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市   

町村長に届け出て当該基準による入浴介助を行った場合は、1   
日につき50単位を所定単位数に加算する。  

5 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市  

4 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市   
町村長に届け出て当該基準による入浴介助を行った場合は、1   
日につき50単位を所定単位数に加算する。  

町村長に届け出た単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通  
所介護事業所又は共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事  

業所において、若年性認知症利用者（介護保険法施行令（平成1  

0年政令第412号）第2条第6号に規定する初老期における認知  
症によって法第7条第4項に規定する要支援者となった者をい  
う。以下同じ。）に対して、指定介護予防認知症対応型通所介  

護を行った場合には、若年性認知症利用者受入加算として、1  

日につき60単位を所定単位数に加算する。  

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は以下のとおり。  

受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を定めている   

こと。  

旦 指定介護予防認知症対応型通所介護を行う時間帯に1日120分   

以上、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士、作業   

療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサ   
ージ指圧師を1名以上配置しているものとして市町村長に届け   

出た指定介護予防認知症対応型適所介護の利用者に対して、機   
能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種   
の者が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当   

該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っている場合には、個   

別機能訓練加算として、1日につき27単位を所定単位数に加算   
する：、  

旦 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市町村   

長に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある   
利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的とし   

て、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、   
利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの   

（以下この注において「栄養改善サービス」という。）を行っ   

た場合は、栄養改善加算として、1月につき100単位を所定単位  

旦 指定介護予防認知症対応型通所介護を行う時間帯に1日120分   

以上、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士、作業   

療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサ   
ージ指圧師を1名以上配置しているものとして市町村長に届け   

出た指定介護予防認知症対応型適所介護の利用者に対して、機   
能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種   
の者が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当   

該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っている場合には、個   

別機能訓練加算として、1日につき27単位を所定単位数に加算   
する＿、  

ヱ 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市町村   

長に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある   
利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的とし   
て、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、   
利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの   

（以下この注において「栄養改善サービス」という。）を行っ   

た場合は、栄養改善加算として、1月につき150単位を所定単位  
数に加算する。  数に加算する。  
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イ 管理栄養士を1名以上配置していること。   

口 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士、看  

護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、  

利用者ごとの摂食・瞭下機能及び食形態にも配慮した栄養ケ  

ア計画を作成していること。   

ハ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士等が栄養改善  

サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的  

に記録していること。   

ニ 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価する  

こと。   

ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している単独型・併  

設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所又は共用型指  

定介護予防認知症対応型通所介護事業所であること。  

ヱ 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市町村   

長に届け出て、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれ   

のある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的と   

して、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂   

食・礁下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用   

者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの（以   

下この注において「口腔機能向上サービス」という。）を行っ   

た場合は、口腔機能向上加算として、1月につき100単位を所定  

イ 管理栄養士を1名以上配置していること。   

口 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士、看  

護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、  

利用者ごとの摂食・瞭下機能及び食形態にも配慮した栄養ケ  

ア計画を作成していること。   

ハ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士等が栄養改善  

サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的  

に記録していること。   

二 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価する  

こと。   

ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している単独型・併  

設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所又は共用型指  

定介護予防認知症対応型通所介護事業所であること。  

旦 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市町村   

長に届け出て、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれ   

のある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的と   

して、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂   

食・瞭下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用   

者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの（以   

下この注において「口腔機能向上サービス」という。）を行っ   

た場合は、口腔機能向上加算として、1月につき150単位を所定  

単位数に加算する。  

イ 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を1名以上配置して   

いること。  

口 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯   

科衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の   

者が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作   

成していること。  

ハ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、   

歯科衛生士又は看護職員が口腔機能向上サービスを行ってい   

るとともに、利用者の口腔機能を定期的に記録していること。  

二 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期   

的に評価すること。  

ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している単独型・併   

設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所又は共用型指  

単位数に加算する。  

イ 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を1名以上配置して   

いること。  

ロ 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯   

科衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の   

者が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作   

成していること。  

ハ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、   

歯科衛生士又は看護職員が口腔機能向上サービスを行ってい   

るとともに、利用者の口腔機能を定期的に記録していること。  

二 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期   

的に評価すること。  

ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している単独型■併   

設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所又は共用型指   
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定介護予防認知症対応型通所介護事業所であること。   

旦 利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養  

介護、介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多  
機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護を受けて  

いる間は、介護予防認知症対応型通所介護貴は、算定しない。  

ハ サービス提供体制強化加算   

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町  

定介護予防認知症対応型通所介護事業所であること。  

邑 利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養   
介護、介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多   
機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護を受けて   

いる間は、介護予防認知症対応型通所介護費は、算定しない。  

村長に届け出た単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介  
護事業所又は共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所が、  

利用者に対し、指定介護予防認知症対応型適所介護を行った場合  

は、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる所定単  

位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定して  

いる場合においては、次lこ掲げるその他の加算は算定しない。  

（1）サービス提供体制強化加算（Ⅰ）  12単位  

（2）サービス提供体制強化加算（Ⅱ）  6単位  

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は以下のとおり。   

○ サービス提供体制強化加算（Ⅰ）  

① 当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業  
所又は共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の介護  
職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100分の40以  

上であること。  

② 別の告示で定める利用定員・人員基準に適合していること。   

○ サービス提供体制強化加算（Ⅱ）  

① 当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業  

所又は共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の指定  

介護予防認知症対応型通所介護を利用者に直接提供する職員の  

総数のうち、勤続年数3年以上の者の占める割合が100分の30  
以上であること。  

② 別の告示で定める利用定員・人員基準に適合していること。  

2 介護予防小規模多機能型居宅介護責   

イ 介護予防小規模多機能型居宅介護費（1月につき）   

（1）要支援1   

（2）要支援2  

2 介護予防小規模多機能型居宅介護責   
イ 介護予防小規模多機能型居宅介護責（1月につき）   

（1）要支援1   

（2）要支援2  

4，469単位  

7，995単位   

4，469単位  

7，995単位  
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注1 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域密  
着型介護予防サービス基準第44条第1項に規定する指定介護  

予防小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。）に  
登録した者について、登録者の要支援状態区分に応じて、登  

録している期間1月につきそれぞれ所定単位数を算定する。  
ただし、登録者の数又は従業者の員数が別に厚生労働大臣が  
定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めると  
ころにより算定する。  

注1 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域密  
着型介護予防サービス基準第44条第1項に規定する指定介護  

予防小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。）に  
登録した者について、登録者の要支援状態区分に応じて、登  

録している期間1月につきそれぞれ所定単位数を算定する。  
ただし、登録者の数又は従業者の員数が別に厚生労働大臣が  
定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めると  

ころにより算定する。   

2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所が提供する通  
いサービス（指定地域密着型介護予防サービス基準第44条第  

1項に規定する通いサービスをいう。）、訪問サービス（指定  

地域密着型介護予防サービス基準第44条第1項に規定する訪  
問サービスをいう。）及び宿泊サービス（指定地域密着型介  

護予防サービス基準第44条第5項に規定する宿泊サービスを  

いう。）の算定月における提供回数について、利用者（指定  
地域密着型介護予防サービス基準第44条第1項に規定する利  
用者をいう。ハにおいて同じ。）1人当たり平均回数が、週  

4回に満たない場合は、所定単位数の100分の70に相当する単  
位数を算定する。  

旦 利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療  

養介護、介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防認知  
症対応型共同生活介護を受けている間は、介護予防小規模多  
機能型居宅介護責は、算定しない。  

旦 利用者が－の指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所  
において、指定介護予防小規模多機能型居宅介護（指定地域  
密着型介護予防サービス基準第43条に規定する指定介護予防  

小規模多機能型居宅介護をいう。以下同じ。）を受けている  
間は、当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所以外  

の指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所が指定介護予  
防小規模多機能型居宅介護を行った場合に、介護予防小規模  
多機能型居宅介護責は、算定しない。  

ロ 初期加算  30単位   

注 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に登録した日から  
起算して30日以内の期間については、初期加算として、1日につ  
き所定単位数を加算する。30日を超える病院又は診療所への入院   

旦 利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療  

養介護、介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防認知  
症対応型共同生活介護を受けている問は、介護予防小規模多  
機能型居宅介護責は、算定しない。  

旦 利用者が－の指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所  
において、指定介護予防小規模多機能型居宅介護（指定地域  
密着型介護予防サービス基準第43条に規定する指定介護予防  

小規模多機能型居宅介護をいう。以下同じ。）を受けている  
間は、当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所以外  

の指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所が指定介護予  
防小規模多機能型居宅介護を行った場合に、介護予防小規模  
多機能型居宅介護責は、算定しない。  

ロ 初期加算  30単位   

注 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に登録した日から  
起算して30日以内の期間については、初期加算として、1日につ  
き所定単位数を加算する。30日を超える病院又は診療所への入院  
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後に指定介護予防小規模多機能型居宅介護の利用を再び開始した  
場合も、同様とする。  

ハ 事業開始時支援加算  （1）牒 500単位 500単位  

欄 300単位  300単位   

注1 川lこついては、事業開始後1年未満の‡旨定介護予防小規模多  

機能型居宅介護事業所であって、算定月までの間、利用者の数  

が登録定員（指定地域密着型介護予防サービス基準第47条に規  
定する登録定員をいう。㈱Olこ満たない指  

定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所について、平成24年3  
月31日までの間、1月につき所定単位数を加算する。  

2 ∽lこついては、事業開始後1年以上2年未満の指定介護予防  

小規模多機能型居宅介護事業所であって、算定月までの間、利  

用者の数が登録定員の100分の80に満たない指定介護予防小規模  

後に指定介護予防小規模多機能型居宅介護の利用を再び開始した  
場合も、同様とする。  

所 について、平成24年3月31日までの間、  多機能型居宅介護事業   

1月につき所定単位数を加算する。   

サービス提供体制強化加算  

注 丹‖こ厚生労働大臣が定める基準lこ適合しているものとして市町   

村長に届け出た指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所が、   

利用者に対し、指定介護予防小規模多機能型居宅介護を行った場   
合は、碑＝掲げる所定   

単位数を加算する。ただし、次lこ掲げるいずれ力、の加算を算定し   
ている場合においては、次lこ掲げるその他の加算は算定しない。  
川凋 500単位  500単位  （2）凋 350単位  

（3）サービス提供体制強化加算（Ⅲ）  350単位  

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は以下のとおり。   

○ サービス提供体制強化加算（Ⅰ）   

① すべての介護予防小規模多機能型居宅介護従業者（指定地域  
密着型介護予防サービス基準第44条第1項に規定する介護予防  

小規模多機能型居宅介護従業者をいう。以下同じ。）に対し、  

個別の研修計画を作成し、研修（外部における研修を含む。）  
を実施又は実施を予定していること。   

② 利用者に関する情報や留意事項の伝達又は介護予防小規模多  
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機能型居宅介護従業者の技術指導を目的とした会議を定期的に  
開催していること。   

③ 当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の介護職員  
の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100分の40以上で  

あること。   

④ 別の告示で定める利用定員・人員基準に適合していること。  
○ サービス提供体制強化加算（Ⅱ）  

（手 すべての介護予防小規模多機能型居宅介護従業者に対し、個  
別の研修計画を作成し、研修（外部における研修を含む。）を  
実施又は実施を予定していること。   

② 利用者に関する情報や留意事項の伝達又は介護予防小規模多  
機能型居宅介護従業者の技術指導を目的とした会議を定期的に  
開催していること。   

③ 当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の看護・介  

護職員の総数のうち、常勤職員の占める割合が100分の60以  
上であること。   

④ 別の告示で定める利用定員・人員基準に適合していること。  
○ サービス提供体制強化加算（Ⅲ）  

① すべての介護予防小規模多機能型居宅介護従業者に対し、   
別の研修計画を作成し、研修（外部における研修を含む。）  

個
を
 
 
 実施又は実施を予定していること。  

② 利用者に関する情報や留意事項の伝達又は介護予防小規模多   
機能型居宅介護従業者の技術指導を目的とした会議を定期的に   
開催していること。  

③ 当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の指定介護   

予防小規模多機能型居宅介護を利用者に直接提供する介護予防   
小規模多機能型居宅介護従業者の総数のうち、勤続年数3年以   
上の者の占める割合が100分の30以上であること。  

④ 別の告示で定める利用定員・人員基準に適合していること。  

3 介護予防認知症対応型共同生活介護費   
イ 介護予防認知症対応型共同生活介護責（1日につき） 831単位   

口 介護予防短期利用共同生活介護責（1日につき）  861単位  

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚  

生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を  

3 介護予防認知症対応型共同生活介護責   
イ 介護予防認知症対応型共同生活介護貴（1日につき） 831単位   

口 介護予防短期利用共同生活介護責（1日につき）  861単位   

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に  

厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基   
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準を満たすものとして市町村長に届け出た指定介護予防認知   

症対応型共同生活介護事業所（指定地域密着型介護予防サー   

ビス基準第70条第1項に規定する指定介護予防認知症対応型   

共同生活介護事業所をいう。以下同じ。）において、指定介   

護予防認知症対応型共同生活介護（指定地域密着型介護予防   
サービス基準第69条に規定する指定介護予防認知症対応型共   

同生活介護をいう。以下同じ。）を行った場合に、当該施設   

基準に掲げる区分に従い、それぞれ所定単位数を算定する。   
ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満た   
さない場合は、所定単位数の100分の97に相当する単位数を算   

定する。なお、利用者の数又は従業者の員数が別に厚生労働   

大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定   

めるところにより算定する。  

2 丹‖こ厚生労働大臣が定める施設基準lこ適合する指定介護予   

防認知症対応型共同生活介護事業所であって、指定地域密着   
型介護予防サービス基準第70条第1項1こ規定する夜間及び深   

夜の勤務を行わせるために必要な数に1を加えた数以上の数   
の介護従業者（指定地域密着型介護予防サービス基準第70条   

第1細萱しているもの   
として市町村長に届け出た指定介護予防認知症対応型共同生   

活介護事業所においては、脚、1日lこつき2   

5単位を所定単位数に加算する。  

3 ロについて、医師が、認知症（介護保険法第8条第16項に  

満たすものとして市町村長に届け出た指定介護予防認知症対応  
型共同生活介護事業所（指定地域密着型介護予防サービス基準  
第70条第1項に規定する指定介護予防認知症対応型共同生活介  
護事業所をいう。以下同じ。）において、指定介護予防認知症  

対応型共同生活介護（指定地域密着型介護予防サービス基準第6  

9条に規定する指定介護予防認知症対応型共同生活介護をいう。  

以下同じ。）を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分に従  

い、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う  
職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数  
の100分の97に相当する単位数を算定する。なお、利用者の数又  

は従業者の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場  

合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。  

規定する認知症をいう。1畔軌・心理症状が認   

められるため、御舌が困難であり、緊急lこ指定介護   

予防認知症対応型共同生活介護を利用することが適当である   

と判断した者に対し、嘩舌介  

護を行った場合は、勝算して7日を限   

度として、1日につき200単位を所定単位数に加算する。  

4 矧＝こ厚生労働大臣が定める基準lこ適・合しているものとして   

市町村長に届け出た指定介護予防認知症対応型共同生活介護   

事業所において、卿引こ対して、‡旨定介護予  

阻認知症対応型共同生活介護を行った場合には、若年性認知   

症利用者受入加算として、1日につき120単位を所定単位数に   

加算する。ただし、注3を算定している場合は算定しない。  
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※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は以下のとおり。  
受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を定めている   

こと。  

ハ 初期加算  30単位   

注 イについて、入居した日から起算して30日以内の期間につい  

ては、初期加算として、1日につき所定単位数を加算する。  
二瀾 400単位 400単位   

注 利用期間が1月を超える利用者が退居し、その居宅において  

ハ 初期加算  30単位   

注 イについて、入居した日から起算して30日以内の期間につい  

ては、初期加算として、1日につき所定単位数を加算する。  

介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスを利用する  
場合において、瑚割引こ当該利用者及びその家族  

等に対して退居後の介護予防サービス、地域密着型介護予防サ  
ービスその他の保健医療サービス又は福祉サ・－ビスについて相  

談援助を行い、かつ、当該利用者の臥意を得て、退居の日カ、ら  

2週間以内に当該利用者の退居後の居宅地を管轄する市町村（特  

別区を含む。）瑚銅口38  
年法律第133号）第20条mlこ規定する老人介護支援セン  

ターをいう。）又は地域包括支援センター（法第115条の39第  

1巧榔対して、当  
該利用者の介護状況を示す文書を添えて当該利用者に係る介護  
予防サービス又は地域密着型介護予防サービスに必要な情報を  

した場合に、利用者1人につき1回を限度として算定する。  

ホ 認知症専門ケア加算  
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市  

町村長に届け出た指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業  
所が、別に厚生労働大臣が定める者に対し専門的な認知症ケア  

を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき  
次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれ  

かの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の  
加算は算定しない。  

（1）認知症専門ケア加算（Ⅰ）  3単位  

（2）認知症専門ケア加算（Ⅱ）  4単位  

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は以下のとおり。  
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1 認知症専門ケア加算（Ⅰ）   

イ 当該事業所における利用者の総数のうち、日常生活に支障を  

きたすおそれのある症状若しくは行動が認められることから介  
護を必要とする認知症の者（以下「対象者」という。）の占め  
る割合が2分の1以上であること。   

ロ 認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を、対象者   
の数が20人未満である場合にあっては、1以上、当該対象者の   
数が20人以上である場合にあっては、1に、当該対象者の数が1  

9を超えて10又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上配  

置し、チームとして専門的な認知症ケアを実施していること。   
ハ 当該事業所において、認知症ケアに関する留意事項の伝達又  

は技術的指導に係る会議を定期的に開催していること。  

2 認知症専門ケア加算（Ⅱ）   

イ 1の基準のいずれにも適合すること。   

口 認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者を1  
の基準に加え1名以上配置し、事業所全体の認知症ケアの指導  
等を実施していること。   

ハ 当該事業所における介護職員、看護職員毎の認知症ケアに関   

する研修計画を作成し、当該計画に従い、研修を実施又は実施  

を予定していること。  

※ 別に厚生労働大臣が定める利用者の内容は以下のとおり。  

日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動が認めら   

れることから介護を必要とする認知症の利用者  

ヘ サービス提供体制強化加算   

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市  
町村長に届け出た指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業  
所が、利用者に対し、指定介護予防認知症対応型共同生活介護  

を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次  
に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれか  

の加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加  
算は算定しない。  

（1）サービス提供体制強化加算（Ⅰ）  12単位  
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（2）凋 6単位  

（3）サービス提供体制強化加算（Ⅲ）  6単位  

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は以下のとおり。   

○ サービス提供体制強化加算（Ⅰ）  

① 当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の介護職  
員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100分の50以上であ  

ること。  

② 別の告示で定める利用定員・人員基準に適合していること。   

○ サービス提供体制強化加算（Ⅱ）  

① 当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の看護・  
介護職員の総数のうち、常勤職員の占める割合が100分の75以上  

であること。  

② 別の告示で定める利用定員・人員基準に適合していること。   

○ サービス提供体制強化加算（Ⅲ）   

（D 当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の指定介  
護予防認知症対応型共同生活介護を利用者に直接提供する職員  
の総数のうち、勤続年数3年以上の者の占める割合が100分の30  

以上であること。  

② 別の告示で定める利用定員・人員基準に適合していること。  
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